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団体登録の申し出 

団体認定を受ける場合、施設を通じて生涯学習推進課へ各申請書類を提出ください 

〇必要書類 
（１）申請書（様式１） 
（２）規約又は会則  
（３）役員名簿  
（４）認定を受けようとする年度の直近の

事業計画書  
（５）認定を受けようとする年度の直近の

収支決算書（見込み）  
（６）認定を受けようとする年度の直近の

収支予算書 
（７）要綱第３条第３項に規定する公益事

業を行う団体であることを証する
書類（副申書） 

◎以下の要件をすべて満たす 
① 厚生社会事業団体、教育文化スポーツ団体、地縁団体その他公益の実現を目的とする団体 
② 国、静岡県又は静岡市（以下「国等」という。）の所管する事業に関する公益事業を行う団体 
③ 規約又は会則、役員名簿、事業計画、収支予算・決算書等を作成している。 

「生涯学習団体（8 条）」または一般として手続き 「公共的団体」として認定手続き 

〇 × 

〇必要書類 
 ※８条団体認定のみ 

（１） 生涯学習施設利用者登録票 
 
 
 
 

生涯学習推進課が認定審査 

生涯学習推進課が認定結果を通知（通常１～２週間） 

施設にて利用申請・料金支払いを行ってください 



利用の申し出 

施設側で認定されている団体かを確認します。 

施設は公共的団体として予約を受付けます。 

利用者は、各施設窓口で施設の利用申請を行っ
てください。 

利用者は、施設使用料を支払ってください。（生
涯学習センターのみ） 

認定団体である 認定団体でない 

■名簿に団体名の記載がなく、公共的団体であることが確認できなかった場合 

 
① 施設職員が「公共的団体認定申請」又は「生涯学習団体認定申請」の希望の有無を確認します。希望

がない又は認定できない場合は一般団体として利用してもらうことになります。 

 

② 各団体認定申請の希望があった場合は、それぞれの申請手続きを行ってください。 
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見直し前に認定された

団体の認定期間

見直し後に認定された

団体の認定期間

年度の途中で認定され

た場合

以後、最大２年ごと更新

令和７年度末（R8.3.31）

で認定期間終了

更新基準年度は決っているため、

そこまでが認定期間となる。

例）R7.12月に認定された場合、

R7.12~R9.3.31までが認定期間

基準年度

の3/31

基準年度の
3/31

基準年度の
3/31

R7/3/1以降随時受付


